
強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議設置要綱 

 

 

 （目的） 

第１条 新型コロナウイルス感染症の拡大により受けた経済の回復ととも 

 に、予測される第２波に備えた新型コロナウイルス感染症と共存できる 

 強い埼玉県経済の構築するため、必要な事項を検討し、社会実装のでき 

 る施策・事業を打ち出すことを目的に、「強い経済の構築に向けた埼玉 

 県戦略会議」（以下「戦略会議」という。）を設置する。 

 

 （構成） 

第２条 戦略会議は別表１に掲げる者をもって構成する。 

２ 議長は、埼玉県知事が務める。  

３ 議長は、戦略会議を代表し、戦略会議を総括する。  

４ 議長は、必要があると認めるときは、議員以外の者を会議に出席させ、 

 説明又は意見を述べさせることができる。 

５ 議員が欠席の時は代理の出席を認める。 

 

 （議事内容）  

第３条 戦略会議は、新型コロナウイルス感染症と共存が図れる強い埼玉県 

 経済の構築を図るため、社会実装のできる施策・事業の打ち出しを行う。 

 

 （会議）  

第４条 戦略会議は、議長が招集する。 

２ 戦略会議に議長が出席できない場合は、議長の指示により、議長以外の 

 議員に議長を委任することができる。  

 

 （ワーキングチーム） 

第５条 戦略会議の議事に必要な事項を検討するため、別表２に掲げる団体 

 に所属する者によるワーキングチームを置く。 

 

 （庶務担当）  

第６条 戦略会議の庶務は、埼玉県産業労働部産業支援課が担当する。  

 

 （その他）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項 

 は、議長が別に定める。  

 

附 則  

 この要綱は、令和２年５月２６日から施行する。  

 



附 則  

 この要綱は、令和２年５月２９日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和２年６月１６日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和２年１０月２１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議 議員名簿 

 

団体名 職名 氏名 

埼玉県 知 事 大野 元裕 

関東財務局 局 長 古谷 雅彦 

関東経済産業局 局 長 濱野 幸一 

埼玉労働局 局 長 増田 嗣郎 

一般社団法人埼玉県商工会議所連合会 会 長 池田 一義 

埼玉県商工会連合会 会 長 三村 喜宏 

埼玉県中小企業団体中央会 会 長 伊藤 光男 

一般社団法人埼玉県経営者協会 会 長 石井 進 

埼玉経済同友会 代表幹事 藤池 誠治 

埼玉中小企業家同友会 代表理事 小松 君恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議 ワーキングチーム 

分野 団体名 

産 一般社団法人埼玉県商工会議所連合会 

埼玉県商工会連合会 

埼玉県中小企業団体中央会 

一般社団法人埼玉県経営者協会 

埼玉経済同友会 

埼玉中小企業家同友会 

一般社団法人埼玉県中小企業診断協会 

公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会 

日本労働組合総連合会 埼玉県連合会（連合埼玉） 

一般社団法人埼玉県銀行協会 

株式会社埼玉りそな銀行 

株式会社武蔵野銀行 

埼玉縣信用金庫 

川口信用金庫 

青木信用金庫 

飯能信用金庫 

学 国立大学法人埼玉大学 

埼玉県産業技術総合センター 

官 関東経済産業局 

埼玉労働局 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 

ジェトロ埼玉貿易情報センター 

埼玉県（事務局） 

 


